
氏　　　名 所　　　　属 性別 属性/号
省令上の属性

（第三種）
任期

 中山  健夫
 京都大学大学院医学研究科
 社会健康医学系専攻 健康情報学分野

男 ⑥ b 2025.4.1-2027.3.31

 小杉　眞司  京都大学大学院医学研究科 ゲノム医療学講座（産学共同） 男 ① b 2025.4.1-2027.3.31

 渡邊   直樹 
 京都大学大学院医学研究科　神経・細胞薬理学
 京都大学大学院生命科学研究科　分子動態生理学（兼務）

男 ① a 2024.4.1-2026.3.31

 菊池  理 
 京都大学大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センター
 臨床がん免疫薬効薬理部門

男 ① a 2025.4.1-2027.3.31

 長尾　美紀  京都大学大学院医学研究科　臨床病態検査学 女 ③ a 2024.4.1-2026.3.31

 滝田　順子  京都大学大学院医学研究科　発達小児科学 女 ③ a 2025.4.1-2027.3.31

 小濵  和貴  京都大学大学院医学研究科 医学専攻外科学講座消化管外科学 男 ③ a 2025.4.1-2027.3.31

 竹之内 沙弥香
 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻

 先端基盤看護科学講座 看護倫理学
女 ⑥ b 2024.4.1-2026.3.31

 井上  悠輔
 京都大学大学院医学研究科
 社会健康医学系専攻 医療倫理学分野

男 ⑥ b 2025.4.1-2027.3.31

 松井　茂之  京都大学医学研究科 社会健康医学系専攻 医療統計学分野 男 ⑦ c 2025.4.1-2027.3.31

 伏木　信次  京都府公立大学法人　京都府立医科大学/京都中部総合医療センター 男 ① a 2025.4.1-2027.3.31

 松山　琴音 日本医科大学 医療管理学 女 ① a 2025.4.1-2027.3.31

 森　 洋一  医療法人　森小児科医院 男 ③ a 2025.4.1-2027.3.31

 鍋本  裕之  平野橋綜合法律事務所 男 ⑤ b 2025.4.1-2027.3.31

 山﨑　康仕 神戸大学 ／神戸市医師会看護専門学校 男 ⑤ b 2025.4.1-2027.3.31

 太宰  牧子  特定非営利活動法人クラヴィス アルクス 女 ⑧ c 2024.4.1-2026.3.31

 山口　育子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 女 ⑧ c 2024.4.1-2026.3.31

 安田　京子  COML委員バンク登録会員 女 ⑧ c 2024.4.1-2026.3.31

 田熊  清明   認定NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML K.K.Associates     株式会社 リューン・ブルー 男 ⑧ c 2025.4.1-2027.3.31

 坂本　純子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 女 ⑧ c 2025.4.1-2027.3.31

 成瀬　健太郎 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 男 ⑧ c 2025.4.1-2027.3.31

 川本　篤彦
 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構
 医療イノベーション推進センター

男 ② a 2024.4.1-2026.3.31

 松山　知弘
 医療法人財団 医親会 OBPクリニック
 兵庫医科大学先端医学研究所先進脳治療学（寄付講座）

男 ② a 2024.4.1-2026.3.31

 川端　健二
 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
 創薬資源研究支援センター  創薬細胞モデル研究プロジェクト

男 ④ a 2024.4.1-2026.3.31

 笠井　泰成
北海道大学病院 医療・ヘルスサイエンス研究開発機構
PROMOTION UNIT　再生医療センター

男 ④ a 2025.4.1-2027.3.31

  　属性（号)

④　細胞培養加工に関する識見を有する者

⑤　医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家

⑥　生命倫理に関する識見を有する者

⑦　生物統計その他の臨床研究に関する識見を有する者

　　　　　　京都大学特定認定再生医療等委員会名簿

①　分子生物学、細胞生物学、遺伝学、臨床薬理学又は病理学の専門家

②　再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者

③　臨床医(現に診療に従事している医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)

2025年4月1日



属性（第三種再生医療等提供計画）
「a　医学・医療」　再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の見識を有する者を含む二名以上の医
学又は医療の専門家

「b　法律・生命倫理」　医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は
生命倫理に関する見識を有する者

「c　一般」　a及びbに掲げる者以外の一般の立場の者

⑧　第一号から前号までに挙げる者以外の一般の立場の者


